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○ 令和５年５月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康

保険法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 31 号）が成立・公布し、同法

に伴い、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を含む改正医療法が令和７年４月

に施行されました。

○ 令和７年６月末に「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン（第１版）」

が取りまとめられ、同年７月末に「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説

明会」が開催されました。本資料では、これらの内容を基に、かかりつけ医機能報

告制度の概要や今後の取組内容等について報告します。
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【法令上の定義】

○ かかりつけ医機能とは、医療法第６条の３第１項において「医療を受ける者
が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の
提供を行う機能」と定義されている。

※令和５年改正により医療法に「かかりつけ医機能」が位置付けられた。
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1 かかりつけ医機能 ～定義～

＜医療法第６条の３第１項＞

病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」という。）の管理者は、
厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的
な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能（以下「かかりつ
け医機能」という。）その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の
選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等
の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院
等において閲覧に供しなければならない。



○ かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国

民・患者への情報提供や診療報酬における評価を中心に取り組まれてきた。一

方で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで行われていない。

○ 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者

の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異な

る人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現

していくために、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かか

りつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。
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1 かかりつけ医機能 ～背景～



○ 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第31号）」において、かかりつけ医機能が

発揮されるための制度整備が行われた。

○ この制度整備は次の３つの柱で構成されている。

4

1 かかりつけ医機能 ～機能が発揮されるための制度整備～

１.医療機能情報提供制度の刷新（令和６年４月施行）

２.かかりつけ医機能報告制度の創設（令和７年４月施行）

３.患者に対する説明（令和７年４月施行）
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１ かかりつけ医機能 ～報告制度の目的～

✓ 地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機
関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービ
スの向上につなげることを目指すものである。

✓ 必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、
国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選
択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専
門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、
地域において必要なかかりつけ医機能を確保することが目的であることに留意が
必要である。

✓ 各医療機関からの報告を受けて、地域の協議の場において地域の医療関係者等
が協議を行い、地域で不足する機能を確保する方策（プライマリ・ケア研修や在
宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、在宅患者の24対応の調整、後方支
援病床の確保、地域の退院ルール等の調整、地域医療連携推進法人制度の活用）
を検討・実施していくことが特に重要である。
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２ かかりつけ医機能報告制度



２ かかりつけ医機能報告制度 ～全体の流れ～
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２ かかりつけ医機能報告制度 ～対象と内容～
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報告対象 特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所

報告内容

１号機能
継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患
に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的
に行う機能。

２号機能

１号機能を有する場合、２号機能に係る次の各報告事
項について報告を行う（「実施している」あるいは
「実績がある」ことが各報告事項の要件である）。
・時間外診療
・入退院支援
・在宅医療
・介護等との連携
・その他厚生労働省令で定める機能



２ かかりつけ医機能報告制度 ～１号機能（主な報告事項）～
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○ 次の報告事項のうち、「★」を付記している事項について、「実施してい

る」または「実施できる」ことが１号機能を有することの要件となる。

✓ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による
公表をしていること…★

✓ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無

✓ 17の診療領域（次スライド参照）ごとの一次診療の対応可能の有無、いず
れかの診療領域について一次診療を行うことができること…★

✓ 一次診療を行うことができる疾患（次スライド参照）

✓ 医療に関する患者からの相談に応じることができること（継続的な医療を
要する者への継続的な相談対応を含む）…★



２ かかりつけ医機能報告制度 ～１号機能（診療領域等の詳細）～
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出典：令和７年７月31日かかりつけ医機能報告制度に係る第３回自治体向け説明会



２ かかりつけ医機能報告制度 ～２号機能（主な報告事項）～
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○ １号機能を有する医療機関は、２号機能に係る報告を行う。

○ ２号機能を有するかについては、各報告事項のうち、いずれかについて、

「実施している」又は「実績がある」ことが要件となっている。



２ かかりつけ医機能報告制度 ～２号機能（主な報告事項）
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※ かかりつけ医機能報告制度で報告された情報は、医療情報ネット（ナビイ）を通じて国民・患者

へ情報提供を行うこととされている。



２ かかりつけ医機能報告制度 ～報告にあたって～

○ 医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム
（「G-MIS」）により行う。

・ すでにG-MISユーザを持っている医療機関には、システムで自動的にかかりつけ
医機能報告を行う権限が付与される。

・ 新しくG-MISユーザを申請する医療機関には、かかりつけ医機能報告を行う権限
が付与された状態で発行される。

・ かかりつけ医機能報告と医療機能報告は報告項目に一部重複があり、重複項目に
ついては、報告の負担軽減、報告内容の相違を防ぐ観点からG-MIS上でかかりつけ
医機能報告から医療機能報告への報告内容の取込機能が実装される。

・ 年末に開始案内の通知を行うが、G-MISのユーザパスワード等の変更に時間がか
かることもあるため、あらかじめG-MISへログインが可能かご確認いただくことが
必要。
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３ 協議の場



３ 協議の場 ～目的～
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○ かかりつけ医機能報告制度により収集したデータ等によって明らかとなった

医療・介護資源の実情や、不足するかかりつけ医機能に係る課題について、地

域における医療関係者や市町村等とも認識を共有しながら、地域で不足するか

かりつけ医機能を確保するための具体的方策について検討を行う。



３ 協議の場 ～進め方のイメージ～
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３ 協議の場 ～検討について～
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４ 本県における対応方針
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４ 本県における対応方針

１ 本制度の周知について

２ 協議の場について
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報告開始（来年１月以降）に先立ち、制度の周知を行う。

より多くの医療機関から報告をいただくために、本制度の周知をしっかり行っていく。

４ 本県における対応方針 –本制度の周知-

＜周知に当たっての考え方＞

・本報告制度は、ほぼすべての医療機関が対象となっており、病床機能報告等の報
告をこれまで求めていなかった医療機関の多くが報告対象となっている。

・今後、報告結果を基に、各地域で不足する機能等について協議を行うが、報告率
が低調であれば、結果の精度が低いものとなり、議論の材料が揃わないこととなる。

・また、病床機能報告等と同様に、今後、報告結果を基に国の方策等が検討される
可能性がある。



【参考】かかりつけ医機能報告制度に関する周知パンフレット（国）
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４ 本県における対応方針 –協議の場について-
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○ かかりつけ医機能報告制度の報告結果を基にした協議は、令和８年度から開始

する予定となっているが、令和８年度は、新たな地域医療構想の策定作業を行う

年度でもある。

○ かかりつけ医機能は、新たな地域医療構想策定に当たって考慮すべき事項であ

るため、新たな地域医療構想策定の議論と合わせ、既存の会議体の活用を前提に

協議の場を検討していくこととする。



【参考】協議の場での議題について
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○ 国が示す議題（例）
・ プライマリ・ケア研修、在宅医療研修等の充実
・ 夜間、休日対応の調整
・ 在宅患者の24時間対応の調整、後方支援病床の確保、地域の退院ルール等
の調整

・ 地域医療連携推進法人制度の活用 など

【かかりつけ医機能報告結果から分かること（例）】
・診療科目（１号機能）
・診療時間外の診療（２号機能）
・入退院時の支援（２号機能）
・在宅医療の提供（２号機能）
・介護サービスと連携した医療提供（２号機能）

【議論にあたっての課題】
・報告結果から、どのように課題を抽出するか（不足等の判断基準が不明確）



【参考】かかりつけ医機能報告制度の実施スケジュール

実際報告を頂くのは、
令和８年１月～３月
の予定
（医療機能情報提供
制度に基づく報告と
併せて実施）
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